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韓

竹

紅

梅

組
鶴

組

亀

組
永

組

紗

組

本
宇
組

合

計

at言

就
い
て

再
び
西
陣
の
機
業
仲
間
に

本
誌
前
世
に
私
は
問
陣
の
棚
業
仲
間
に
つ
い
て
一
芋
一
ピ
公
に
L
た
。
其
天
保
改
革
以
後
織
屋
迫
々
減
じ
嘉
氷
五
年
二
月
朔
日

従
在
員
に
二
二
一
山
新
史
料
忙
接
す
る
こ
左
を
得
た
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
束
御
役
所
へ
屑
出
で
し
員
数
書
で
は
賞
時
従
来
よ
ち
り

に
よ
る
と
、
前
統
の
所
前
を
確
か
め
得
る
も
の
も
あ
り
、
全
た
補
正
を
嬰
織
屋
七
百
四
十
五
軒
、
新
規
開
業
に
属
す
る
も
の
が
四

す
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
丹
刊
日
本
誌
の
一
隅
を
結
っ
て
そ
れ
華
町
離
を
諭
-
百
五
十
六
軒
、
合
計
千
二
百

O
一
軒
で
、
改
革
前
に
比

じ

た

い

止

思

七

一

t
千

O
十
人
軒
の
減
少
で
あ
る
o

「
日
記
」
り
七
尽
の
傑

で
は
嘉
永
一
二
、
四
、
五
‘
三
ヶ
年
の
調
査
数
を
記
[
て

西
陣
の
機
業
戸
数
や
機
牽
敷
に
就
い
て
は
、
前
競
に
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
ご
、

王
宮
し
て
「
西
陣
天
勿
筆
記
」
の
記
事
を
紹
介
し
て
お
い
成
年
実
永
三
)λ

百
九
十
λ

軒
・
内
λ

十
二
軒
休
職
・
差
引
λ

百
十
六
軒

た
が
、
嘉
永
四
年
十
一
月
乃
至
同
五
年
九
月
の
高
機
入
亥
年
(
嘉
永
阿
)
九
百
八
軒
、
内
百
五
十
一
軒
休
明
差
引
七
百
五
十
七
軒

子
年
会
曲
、
武
五
)
千
宜
十
六
軒
、
内
百
七
十
一
軒
休
職
、
差
引
八
百
八
十
五
軒

組
の
「
日
記
」
に
も
そ
れ
に
つ
い
て
の
数
字
が
見

h
て
居

る
o

で
あ
る
o
ま
た
機
敏
は
詳
細
に
織
物
の
碕
類
に
よ
っ

τ

匝
別
苫
れ
て
居
る
が
、
線
数
は
成
年
千
六
百
六
十
四

機
、
亥
年
千
五
百
七
十
三
機
、
子
年
千
六
百
二
十
五
機

四
四
一

本

庄

柴

治

郎

松

組

百
延

ニ享
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録
再
び
四
階
。
醐
業
仲
間
に
就
V
て

己
計
算
さ
れ
て
居
る
。
(
お
語
版
印
詐
ト
副
都
路
)

前
統
掲
載
の
「
西
陣
天
狗
筆
記
」
の
数
字
E
大
差
ゐ
る
も

の
が
少
〈
な
い
が
、
天
保
改
革
以
後
、
殊
に
嘉
氷
年
聞

の
数
字
に
つ
い

τは、
ζ

の
「
日
記
」
の
数
字
に
懐
る
こ

t
が
異
に
近
き
も
の
で
は
め
る
ま
い
か
ご
思
は
れ
る
。

右
の
嘉
永
三
、
回
、
五
年
の
機
数
ご
戸
数
ご
に
よ
っ

て
考
へ
て
見
れ
ば
、
嘗
時
の
一
戸
卒
均
機
数
は
僅
か
に

ニ
機
前
後
に
過
ぎ
院
。
勿
論
織
物
の
稿
類
に
よ
っ

τ種

々
異
る
虎
が
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
一
や
均
機
数
の
上
か
ら

見

τ如
何
に
小
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
が
は
明
か
で
あ

る
。
古
老
の
談
に
よ
る
も
、
幕
末
頃
に
於
て
十
機
も
織

っ
て
を
品
目
隠
は
甚
ピ
稀
れ
で
あ
り
、
大
抵
ニ
機
か
三
機

位
で
、
品
、
れ
仁
一
二
人
の
職
工
ご
二
三
人
的
徒
弟
を
置

い
て
お
っ
た
も
の
、
ゃ
う
で
あ
る
。

-一
高
機
入
組
が
一
の
株
仲
間
で
ゐ
っ
て
鶴
、
亀
、
松
、

竹
、
栴
・
永
、
秒
、
本

ω各
組
は
、
株
仲
間
た
る
ん
組

内
の
各
剛
穂
で
あ
る
こ
ご
は
前
論
の
通
h
で
あ
る
o

故

に
外
部
仁
封
す
弘
関
係
は
常
に
高
機
入
組
己

Lτι
初
動

せ
る
の
み
な
ら
す
、
内
部
の
繍
係
に
於
て
も
重
要
な
る

雑

(
第
二
続
一
四
凡
)

事
項
一
は
高
機
入
組
ご
し
て
之
を
行
ひ
し
も

ωで
あ
る
。

高
機
入
組
ご
し

τ内
外
に
行
動
す
る
が
た
め
に
は
各

組
の
協
議
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
邸
主
一
両
機
人
組
に
寄

令
の
制
度
ゐ
る
所
以
で
ゐ
る
。
明
和
四
年
の
定
訟
で
は

各
組
よ
り
四
人
宛
行
事
が
集
っ
て
協
議
す
る
こ
正
に
な

っ
て
ゐ
る
が
、
前
述
の
嘉
永
五
年
の
「
日
記
」
で
は
各
組

一
人
づ
、
行
事
が
集
ま
つ

τ協
議
し
、
御
寮
織
物
司
の

井
閲
兵
も
時
々
之
に
参
加
し
て
居
ゐ
O

そ
の
ん
行
事
中

一
人
が
交
代
で
高
機
ん
組
の
月
行
事
を
勤
め

τ居
る
。

「
日
記
」
で
は
毎
月
廿
三
日
が
定
日
の
寄
合
正
な
っ
て
を

ち
、
其
他
に
履
臨
時
の
集
曾
協
議
が
行
は
れ
て
居
る

O

F

正
月
及
び
七
月
の
初
寄
合
ド
つ
い
て
は
、
抽
銭
を
以
て

日
を
定
め
て
各
組
の
寄
合
が
行
は
れ
た
。
例
へ
ば
嘉
永

五
年
正
月
の
初
寄
合
は
廿
四
日
が
悔
組
永
組
、
廿
五
日

が
松
組
竹
組
、
廿
六
日
が
亀
組
紗
組
、
廿
七
日
が
鶴
組

本
組
、
七
月
の
初
寄
各
は
十
h
u
日
に
鶴
、
竹
両
組
、
十

人
日
に
永
、
本
雨
組
、
十
九
日
に
松
、
梅
雨
組
、
廿
日

に
畿
、
紗
雨
組
の
寄
合
が
ゐ
っ
た
。

E4
に
由
っ
て
視
る

己
、
こ
の
所
謂
二
季
寄
令
は
各
組
の
総
曾
で
あ
っ
て
、

入
組

ω寄
令
は
毎
月
定
日
其
他
臨
時
の
集
曾
を
催
し
た

第
二
十
巻

四
回



も
の
ご
解
せ

F
る
を
得
な
い
。
明
和
四
年
の
定
訟
に

「
二
季
寄
令
の
儀
は
例
年
入
組
一
統
申
合
、
糸
値
段
高
下

割
令
を
以
、
行
事
共
絹
相
場
相
極
め
線
組
中
ヘ
披
露
可

仕
事
.
又
は
不
寄
何
事
評
議
可
仕
義
有
之
侯
待
ば
行
事

共
相
談
の
上
、
臨
時
の
寄
合
仕
総
中
へ
披
露
可
仕
事
」
芭

ゐ
る
こ
正
も
、
徒
弟
が
年
期
を
勤
め
上
げ
て
仲
間
へ
加

入
す
る
場
合
、
二
季
の
集
曾
に
て
之
を
承
認
し
た
こ
ど

も
・
延
享
一
克
年
定
訟
に
休
職
者
は
二
季
集
曾
に
出
席
L

た
る
場
合
に
限
り
復
職
の
節
、
元

ω組
へ
加
入
す
る
こ

F
T認
む
る
ご
い
ふ
こ
ご
も
、
以
上
の
解
稗
に
よ
h
て

そ
の
意
味
一
一
層
明
か
な
る
が
如
〈
に
考
へ
ら
れ
る
。

仲
間
員
が
住
所
持
哩
夏
、
代
替
り
、
名
前
改
め
等
を
仲

ケ
間
へ
屑
出
づ
ぺ
き
司
〕
ご
は
前
越
せ
し
所
で
あ
る
が
、

天
保
十
二
年
八
月
の
文
書
で
は
各
仲
ケ
間
員
が
機
数
、

手
間
取
奉
一
公
人
の
敷
を
其
組
年
行
事
に
申
告
せ
る
も
の

が
あ
り
、
ま
た
以
上
の
外
、
真
に
仲
買
名
、
取
引
賦
態

を
も
詳
細
に
遁
ぺ
た
る
も
の
も
ゐ
る
。
而
し
て
他
方
に

は
、
各
組
か
ら
其
嘗
時
其
組
の
総
織
屋
数
、
休
職
者
数
、

機
数
な
Y
」
を
高
機
入
組
月
行
事
に
報
告
せ
る
書
類
も
獲

存

Lτ
居
る
。
仲
ク
聞
の
幹
部
は
こ
れ
等
の
報
告
に
依

雑

再
H
V
囲
陣
白
槽
業
仲
間
に
就
い
て

保

て
世
田
時
の
機
業
戸
数
、
経
門
業
獄
態
等
を
知
b
、
仲
ク
聞

の
内
外
に
劃
す
る
適
嘗
な
る
措
置
を
講
守
る
の
料

t
L

た
も
の
で
あ
ら
う
。

=-

組
合
員
の
負
携
す
る
機
別
出
銭
に
就
い
て
は
「
西
附

天
狗
筆
記
」
の
記
事
で
は
前
遮
の
如
〈
、
竿
季
毎
に
虫
食

機
に
付
百
五
十
文
づ
、
正
あ
る
が
、
嘉
永
五
年
仲
間
再

。。

奥
の
ご
き
の
「
義
定
一
札
の
事
」
に
は
「
毎
月
機
別
出
銭

無
慨
怠
業
出
可
申
候
」
ご
あ
り
、
前
越
の
「
日
記
」
で
は

『
機
別
百
文
づ
、
」
Z
見
b
、
古
老
の
談
に
よ
る
も
毎
月

康
号
機
に
付
百
文
宛
徴
牧
せ

L
如
(
で
あ
る
か
ら
、
幕

末
に
至
つ
て
は
右

ω
如
〈
縫
夏
さ
れ
た
も
の
Z
考
へ
ら

れ
る
c

而
し
て
天
保
十
二
年
入
月

ω「
機
別
出
銭
集
帳
」

に
よ
る

Z
各
組
別
々
に
取
集
め
た
も

ωで
は
な
〈
、
高

機
λ
組
か
ら
直
接
各
組
織
尽
に
劃

L
徴
牧

L
た
も
の
、

如
〈
で
あ
る
。

織
屋
が
自
家
の
都
合
で
蛍
分
休
職
す
る
場
合
用
捨
銭

Z
L
τ

一
ヶ
年
鳥
目
百
臼
匁
づ
、
出
す
べ
き
こ
正
、
井
に

復
職

ω場
合
的
も
常
勤
ご
な
る
場
合
一
定
の
負
据
ゐ
る

こ
ご
は
、
明
和
四
年
の
定
法
に
規
定
す
る
所
で
あ
る

第
二
十
巻

(
第
二
腕
一
四
丸
)

四
回
三



雑

再
刊
日
困
陣
。
棚
業
仲
間
に
就
い
で

録

が
、
そ

ωこ
ご
を
明
か
に
記
せ
る
天
保
十
二
年
の
文
書

を
新
に
見
る
↑
}
ご
が
出
来
た
。
然
し
煩
全
避
け

τそ
の

全
文
を
引
用
せ
宇
。

四

一
般
株
仲
間
の
場
合
に
於
て
は
株
の
責
買
貸
借
が
行

は
れ
た
が
、
西
陣
の
場
合
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ

eき
り
し

こ
ご
は
前
陳
せ

L
蕗
で
ゐ
る
。
今
、
縮
ミ
縮
緬
仲
ク
聞

の
定
訟
を
見
る
ご
「
州
知
擦
儀
に
付
銘
々
所
持
之
株
印
札

質
物
に
差
入
候
欺
、
引
宛
に
差
入
置
候
先
方
よ
・
9
仲
ゲ

間
b
一
被
申
出
候
さ
も
、
金
銭
不
用
之
株
印
札
之
事
故
、

仲
ケ
問
わ
取
扱
不
申
泊
旅
に
相
成
申
可
事
比
一
九
日
刊
)
ご
あ

り
、
同
仲
ケ
聞
の
天
保
六
年
十
月
の
鑑
札
幌
に
も
『
銘

令
所
持
株
印
礼
者
金
銭
不
用
之
義
粂
而
申
合
せ
遁
之
事

依
、
比
後
迫
も
株
印
札
質
物
引
嘗
等
に
差
入
置
候
義
者

不
及
申
、
外
方
'P
預
置
候
義
等
竪
仕
間
敷
、
自
然
右
様

之
義
御
座
候
而
先
方
よ
b
仲
ケ
問
h
被
申
出
侠
共
、
於

仲
ヶ
間
に
+
切
取
扱
不
致
、
消
株
に
相
成
候
義
に
付
」

云
々
芭
あ
っ
て
、
同
仲
グ
聞
の
株
は
責
買
質
入
の
目
的

h
H

る
を
得
ざ

b
Lも
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ご
は
庚
〈

西
陣
の
一
般
機
業
仲
ゲ
聞
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た

第
二
十
巻

(
第
二
腕
一
五

O
)

四
回
四

こ
ご
は
古
老
の
談
に
徴
す
る
も
明
か
で
ゐ
る
。

五

右
の
縮
ミ
縮
緬
仲
ゲ
聞
は
仲
ケ
間
定
法
に
よ
る
ご
寛

延
二
年
十
一
月
に
成
立
し
た
も
の
で
わ
る
が
、
同
業
者

の
制
限
其
他
さ
も
大
弾
銃
述

ω高
機
入
組
其
他
の
織
屋

仲
ケ
関
正
大
差
は
な
い
。
而

L
て
縮
ミ
縮
緬
朱
九
組
ご

い
ふ
名
稽
が
「
天
保
年
間
糸
高
値
一
件
記
録
」
に
存
す
る

こ
三
を
前
越
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
朱
九
組
な
る
名
務

は
文
政
四
年
十
二
月
二
十
一
日
の
御
請
書
を
掲
載
せ
る

紛
ミ
縮
縞
仲
ゲ
聞
の
帳
簿
に
も
出
て
居
る
か
ら
、
既
に

其
嘗
時
か
ら
あ
っ
た
も

ωで
め
ら
う
。
否
、
文
化
八
年

二
月
の
定
法
が
「
府
組
申
合
之
事
」
ご
な
っ
て
を
る
こ
ご

は
或
は
未
九
組
の
存
在
を
文
化
人
年
に
ま
で
湖
り
得
る

一
材
料
ご
な
b
得
る
こ
ご
か
ご
も
考
へ
ら
れ
る
o
縮
ミ

縮
緬
仲
ゲ
聞
の
文
政
七
年
五
月

ω
「
鑑
札
帳
」
仁
は
朱
丸

組
の
外
に
、
玉
組
、
鍵
組
、
槌
組
、
餐
組
・
市
立
組
、
俵

組
等
の
名
も
見
b
て
居
る
が
、
そ
れ
は
縮
ミ
縮
緬
仲
ゲ

閥
の
内
を
何
炉
の
便
宜
上
組
わ
け
を
し
た
だ
け
の
こ
さ

で
、
朱
九
組
の
如
〈
別
に
年
行
事
を
置
い
て
統
制
せ
し

も
の
で
は
な
い
炉
ら
、
別
の
仲
間
ご
し
て
存
在
せ
し
も



の

で

な

い

こ

芭

は

明

か

で

あ

る

。

一

高
機
人
組
以
外
の
所
謂
西
機
に
扇
す
る
織
屋
仲
ケ
間
-

の
名
務
は
前
述
せ

L
如
〈
樺
々
あ
る
が
、
既
載
の
外
、
÷

嘉
永
五
年
の
「
日
記
」
に
よ
る
ご
三
品
、
奥
田
、
太
物
等
一

の
織
屋
仲
間
名
も
ゐ
h
J
し
如
〈
で
あ
る
。
異
田
仲
間
の
↑

名
稀
は
「
京
都
府
署
名
物
語
」
十
七
頁
に
も
見
h
て
居

4

。。


